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阿部　一彦
べあ かずひこ

　

日
本
障
害
フ
ォ
ー
ラ
ム（
J
D
F
）は
、
市
民
社

会
か
ら
国
連
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
パ
ラ

レ
ル
レ
ポ
ー
ト
」
を
、
国
連
で
の
よ
り
よ
い
審
査

と
勧
告
に
役
立
て
、
国
内
で
の
条
約
実
施
と
施
策

の
向
上
に
つ
な
げ
る
た
め
、
幅
広
い
関
係
者
と
協

議
し
な
が
ら
２
年
間
か
け
て
作
成
し
、
本
年
７
月
、

国
連
障
害
者
権
利
委
員
会
に
提
出
し
ま
し
た
。

　

9
月
23
日（
月
）〜
25
日（
水
）に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

の
国
連
本
部
で
開
催
さ
れ
る
国
連
障
害
者
権
利

委
員
会
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
に
参
加
す
る
た
め
、

J
D
F
で
は
竹
下
義
樹
副
代
表（
社
会
福
祉
法
人 

日
本
盲
人
会
連
合
会
長
）を
団
長
に
28
人
の
代

表
団
を
派
遣
し
ま
す
。

　

国
内
法
の
整
備
と
条
約
批
准
は
、
日
本
の
障

害
者
施
策
を
大
き
く
転
換
し
ま
し
た
が
、
い

ま
だ
十
分
と
は
言
え
ず
、
パ
ラ
レ
ル
レ
ポ
ー

ト
が
詳
し
く
示
す
よ
う
に
、
日
本
の
障
害
者

の
人
権
と
生
活
の
状
況
は
障
害
者
権
利
条

約
に
照
ら
し
て
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
背
景
に
あ
る
、
①
医
学
モ
デ
ル

か
ら
社
会
モ
デ
ル
／
人
権
モ
デ
ル
へ
障
害
の

認
識
の
転
換　

② 

政
策
・
計
画
決
定
へ
の
障

害
者
団
体
の
参
加　

③
統
計
・
デ
ー
タ
の
確
保

と
活
用　

④
監
視
体
制
の
強
化
・
独
立
し
た
人

権
救
済
制
度
の
設
立　

⑤
障
害
者
権
利
条
約

に
関
す
る
意
識
向
上
の
横
断
的
課
題
を
ふ
ま

え
て
、
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
で
は
、
精
神
障
害
、

障
害
女
性
、
手
話
言
語
・
情
報
ア
ク
セ
ス
、
地

域
移
行
、
教
育
の
５
つ
の
項
目
に
つ
い
て
、

各
団
体
が
報
告
を
行
い
ま
す
。
障
害
者
権
利

委
員
が
日
本
の
障
害
者
を
取
り
巻
く
実
態
を

正
確
に
把
握
し
、
適
切
な
事
前
質
問
事
項
や

総
括
所
見（
勧
告
）が
出
さ
れ
、
日
本
政
府
が

真
摯
に
受
け
止
め
て
、
障
害
者
団
体
と
協
力

し
な
が
ら
日
本
の
障
害
者
施
策
の
さ
ら
な
る

改
善
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
す
。 

日
身
連
の
阿
部
会
長
は
「
今
回
検
討
さ
れ
る

事
前
質
問
事
項
を
受
け
て
日
本
の
審
査
プ
ロ

セ
ス
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
。
重
要
な
の

は
来
年
の
国
別
審
査
の
本
番
に
向
け
て
課
題

を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
日
身
連
も
引

き
続
き
そ
う
し
た
取
組
に
積
極
的
に
関
わ
っ

て
い
き
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。

※
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
：
簡
潔
な
状
況
説
明

国
連
障
害
者
権
利
条
約 

パ
ラ
レ
ル
レ
ポ
ー
ト

J
D
F
代
表
団
、
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
に
国
連
へ

　

8
月
2
日
、
第
87
回
障
害
者
雇
用
分
科
会

が
T
K
P 

新
橋
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

新
館
（
東
京
都
千
代
田
区
）
に
お
い
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
令
和
元
年
6
月
14
日
に
公
布

さ
れ
た
「
改
正
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
」
が
、
来
年
4
月
1
日
に
施
行

（
一
部
は
公
布
日
あ
る
い
は
公
布
日
か
ら
起
算

し
て
３
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
政
令
で
定
め

る
日
）さ
れ
る
こ
と
か
ら
、同
改
正
法
の
現
状

と
課
題
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
の
施
行
に
向

け
た
検
討
が
協
議
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
特

例
給
付
金
の
支
給
要
件
等
に
つ
い
て
も
協
議

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

第
88
回
分
科
会
は
、
同
月
22
日
に
中
央
労

障
害
者
雇
用
分
科
会

改
正
障
害
者
雇
用
促
進
法
省
令
案
要
綱
を
承
認

働
委
員
会
講
堂
（
東
京
都
港
区
）
に
お
い
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
労
働
政
策
審
議
会
へ
諮
問
さ
れ
た
「
障

害
者
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱
」
に
つ

い
て
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
結
果
、
障
害
者
雇

用
分
科
会
と
し
て
厚
生
労
働
省
案
を
妥
当
と

認
め
、
労
働
政
策
審
議
会
会
長
へ
報
告
す
る

こ
と
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
就
職
件
数
や
雇
用
率
達
成
企

業
割
合
等
の
年
度
目
標
に
つ
い
て
協
議
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
両
分
科
会
に
は
委
員

と
し
て
阿
部
一
彦
会
長
が
出
席
、
議
論
に
参

加
し
ま
し
た
。

　
国
連
・
障
害
者
権
利
委
員
会
で
は
、2
0
1
6

年
に
日
本
政
府
が
提
出
し
た「
第
1
回
政
府
報
告
」

を
受
け
て
、障
害
者
権
利
条
約
の
実
施
状
況
に

つ
い
て
の
日
本
の
建
設
的
対
話（
審
査
）を
2
0
2
0

年
秋
に
実
施
す
る
見
込
み
で
、
J
D
F
は
9
月
、

事
前
質
問
事
項
が
検
討
さ
れ
る
権
利
委
員
会
の

ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ（
※
）に
代
表
団
を
派
遣
し
ま
す
。

た
け
し
た
よ
し

き


